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町の人口（5月1日現在）  ( 先月 1 日比 )

転入・出生　131人（うち転入130人、出生1人）

転出・死亡　  22人（うち転出13人、死亡9人）
4月中
の異動

各地域の人口・世帯数      （5月1日現在）※外国人含む

 人　口 7,768人 増 109人 
 男 3,832人  増 67人
 女 3,936人 増 42人
世帯数 4,432世帯 増 70世帯

 世帯数 男 女 人口計
三　根 2,084 1,817 1,859 3,676
大賀郷 1,465 1,258 1,294 2,552
樫　立 296 256 259 515
中之郷 381 340 361 701
末　吉 206 161 163 324
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６月４日㈯～６月10日㈮は歯と口の健康週間です

健康も　
　　楽しい食事も　
　　　　いい歯から

●8020運動を進めよう
　（80歳になっても、20本の歯を持とう）

●一生自分の歯で食べよう
●午後のスタート　ハミガキから
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国民年金

国民年金 ■住民課医療年金係　　電話 2 － 1123
■港年金事務所　　　　電話 03 － 5401 － 3211
■日本年金機構ホームページ http://www.nenkin.go.jp/

【納付猶予制度の対象年齢が拡大されます】

　国民年金の若年者納付猶予制度は、30歳未満の方を対象として、経済的な理由などで保険料を納めることが困
難な場合、申請をして承認されると、保険料の納付が猶予されますが、この対象年齢が平成28年７月から平成
37年６月までの10年間に限り50歳未満に拡大されます。
　本人・配偶者の前年の所得が一定額以下であれば申請により、保険料の納付が猶予されます。（世帯主の所得
は審査の対象外です）
　保険料を納めないままにしておくと、「もしも」のときの障害基礎年金や遺族基礎年金を受けられない場合が
あります。納めることが困難な場合は、申請をしましょう。

【過去２年間に国民年金保険料の未納期間がある方へ～国民年金保険料の免除をさかのぼって申請できます～】

　国民年金保険料を納めることが経済的に困難な場合、保険料の免除を申請することができます。
　平成26年４月から、免除申請時点の２年１カ月前の月分までさかのぼって申請ができるようになりました。
　また、平成28年度の免除の受付は平成28年７月１日から開始され、平成28年７月から平成29年６月までの
期間を対象として審査します。
免除申請が可能な期間
(例①)平成28年６月に申請する場合、平成26年５月分から平成28年６月分まで
(例②)平成28年７月に申請する場合、平成26年６月分から平成29年６月分まで
《ご注意ください》
・免除申請が遅れると、万一の際に障害年金などを受け取れない場合があります。
・申請期間に対応する前年所得に基づき審査を行いますので、免除が承認されない場合もあります。
・学生であった期間は、「学生納付特例制度」という猶予制度に限られ、免除制度はご利用いただけません。

▶▶各種問い合わせ▶▶各種問い合わせ　　※第２土曜日を除く祝日はご利用になれません
●一般的な年金相談に関する問い合わせ
0570－05－1165（ナビダイヤル）　　PHS、IP電話、海外からは03－6700－1165（一般電話）
受付時間 月　曜　日：午前８時30分～午後７時　　火～金曜日：午前８時30分～午後５時15分
 第２土曜日：午前９時30分～午後４時
※月曜日が祝日の場合は、翌日以降の開所日初日に午後７時まで受付。
●ねんきん定期便・ねんきんネット・ねんきん特別便に関する問い合わせ
0570－058－555（ナビダイヤル）　　PHS、IP電話、海外からは03－6700－1144（一般電話）
受付時間 月～金曜日：午前９時～午後７時　　第２土曜日：午前９時～午後５時
●国民年金保険料後納制度（保険料の納付の延長）に関する問い合わせ
0570－011－050（ナビダイヤル）　　PHS、IP電話、海外からは03－6731－2015（一般電話）
受付時間 月　曜　日：午前８時30分～午後７時　　火～金曜日：午前８時30分～午後５時15分
 第２土曜日：午前９時30分～午後４時
※月曜日が祝日の場合は、翌日以降の開所日初日に午後７時まで受付。
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国保だより／年金生活者等支援臨時福祉給付金について

国保だより ■問い合わせ■　住民課医療年金係　電話 2 － 1123

◎特定健康診査

　内臓脂肪の蓄積に加え、高血圧、脂質異常、高血糖のいずれか２つ以上を持っている状態をメタボリックシンドロー
ムといいます。男女とも 40 歳以上になると、メタボリックシンドロームおよびその予備群に該当する人が多くなり
ます。主に食べ過ぎや運動不足など生活習慣の乱れによる太りすぎが原因と考えられます。特定健康診査は、こうし
た生活習慣病に伴う医療費の増加を抑えるため予防・改善に着目した健診です。健診を積極的に活用し、健康の維持
管理に努めましょう。
　八丈町では、特定健康診査などを７月 17 日（日）から 22 日（金）で予定しています。詳細については７月号の
広報でお知らせします。

◆「相互扶助」で成り立つ国保制度です。皆さんのご理解、ご協力をお願いします。
◆国保税は国保制度の重要な財源です。被保険者の皆さん、納め忘れのないようご注意ください。
◆国保税の納付には、便利な口座振替をご利用ください。
◆病気や事故などにより保険税の納付が困難な方には、申請による減免制度がありますのでご相談ください。
※その他、国民健康保険証や制度などについて分からないこと、疑問に思うことなどご相談ください。

◦受診できる方

　国民健康保険に加入している特定健康診査の受診対象者には、７月中旬に受診券を発送します。
　他の医療保険（国民健康保険組合、健康保険組合、政府管掌健康保険、共済組合など）に加入している 40 ～ 74
歳の被扶養者の方（ただし、職場健診を受診される方、職域健診の対象者（※）の方は除きます）も各医療保険者が
発行する【特定健診受診券】があれば受診することができます。受診を希望される方は、加入している医療保険者が
発行する【特定健診受診券】をお取り寄せいただき、保険証と一緒に持参のうえ、６月 20 日（月）までに下記窓口
にて登録をしてください。
　なお、自己負担が発生する場合もありますので、詳しくは職場、または加入医療保険者に確認の上登録してください。
◦受診券登録窓口　①住民課医療年金係　②各出張所
登録には期限があります。受診券はお早めにお取り寄せください。

（※）職域健診の対象者・・・共済などに加入している世帯で、受診対象者に被扶養者が含まれている場合。
　　対象者の範囲は各職場により異なりますので、詳しくは職場の担当者にご確認ください。

年
（ 高 齢 者 向 け 給 付 金 ）

金生活者等支援臨時福祉給付金について
　平成 27 年度臨時福祉給付金の支給対象者に該当する方のうち、平成 29 年３月 31 日までに 65 歳以上になる方
に、１人３万円を支給します。
　対象となる方には、５月下旬に申請書を同封したお知らせをお送りしていますので、期間内に申請してください。

（※支給は１回です。）
申 請 期 間　　６月１日（水）～８月 31 日（水）　※土日、祝日を除く
申 請 時 間　　午前８時 30 分から午後５時まで
申 請 場 所　　八丈町福祉健康課または各出張所
支給対象者　　平成 27 年度臨時福祉給付金支給対象者のうち 65 歳以上の方
　　　　　　　（平成 29 年３月 31 日までに 65 歳となる方を含む）
そ の 他　　 申請先は、平成 27 年１月１日時点で住民票がある市町村です。身分証明書などの書類提出が必要と

なりますので、お知らせをご確認ください。
■問い合わせ■　福祉健康課厚生係　電話 2 － 5570
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税のお知らせ

■問い合わせ■　税務課　電話 2 － 1122税のお知らせ税のお知らせ
納税通知書が届いていない方はご連絡ください。

　平成 28 年度の固定資産税の納税通知書、課税明細書、軽自動車税の納税通知書を５月上旬に発送しています。固
定資産、軽自動車をお持ちで通知書が届いていない方はご連絡ください。
　町都民税の納税通知書は今月（６月上旬）、国民健康保険税は７月上旬に発送予定です。
　ご不明な点などありましたら税務課まで問い合わせください。

町税の滞納処分を強化しています
～税負担の公平性を確保するために～　　　　　　　　　　　　　　■問い合わせ■　税務課　電話 2 － 1122

　税金を納期限までに納付しないと、延滞金が加算されるなどの滞納処分をくだされます。
■滞納処分の流れ
　①納期限
　　納期限までに納付がない場合は、本税の延滞金計算が開始されます。
　②督促・催告
　　納期内納付が確認できない方に督促状を発送し、それでも納付しない方に催告などを行います。
　③財産調査
　　国税徴収法、地方税法の規定に基づき、金融機関、勤務先、取引先などに調査を行います。
　④差押
　　 預貯金・保険・給与などの債権、動産、不動産などを差し押さえます。また自動車、軽自動車などにはタイヤロッ

クを実施します。
　⑤家宅捜索
　　 高額滞納者、悪質滞納者などの場合は、差押財産発見のために家宅捜索を行います。税徴収のための家宅捜索（居

宅、事務所など）は、裁判所の令状を必要としない強制調査で、滞納者の意思によらず実施します。
　⑥公売・換価
　　差し押さえた財産を公売（売却）により、換価（現金化）します。
　⑦滞納金に充当
　　換価した現金を滞納金に充当します。

●必ず納税相談をしてください。
　町役場の業務時間内に来庁できない方のために、事前電話申込により平日の夜間（午後 5 時 15 分～午後 7 時）
に納付相談を行っていますのでご利用ください。

税金の納付には口座振替が便利です

○口座振替のできる金融機関
・七島信用組合の本店、支店　　・みずほ銀行の本店、支店　　・全国のゆうちょ銀行
○口座振替の手続き　金融機関への申し込み
・上記の預貯金口座のある金融機関に預貯金通帳、届出印、納税通知書、預貯金口座依頼書
　自動払込利用申込書を提出してください。
　おおむね２カ月後以降の納期分より振替になります。
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八丈町インターネット公売（平成 28 年度第１回）実施のお知らせ 　ほか

八丈町インターネット公売（平成28年度第１回）
実施のお知らせ

下表の日程で、差押財産のインターネット公売を実施します。
公売参加申込期間 平成 2 ８年６月 13 日（月）午後１１時まで

入札期間
平成 2 ８年６月 20 日（月）午後　１時から
平成 2 ８年６月 22 日（水）午後１１時まで

買受代金納付期限 平成 2 ８年６月 30 日（木）午後２時 30 分
　公売物件および所要の手続などについては、インターネット公売のページをご確認のうえ、申込ください。
※公売物件は、Yahoo ！官公庁オークションサイトにて公開中です。
※公売保証金の納付にはクレジットカードが必要です。
●インターネット公売は Yahoo ！官公庁オークションで行います
■インターネット公売の参加条件
　満 20 歳以上で日本語を完全に理解し、実施する行政機関のガイドラインなどを厳守できる方に限ります。また、
保証金の納付が必要な物件への申し込みの場合は、事前に保証金を納付した方に限ります。
■官公庁オークションへの参加に必要な手続き（無料）
　１　Yahoo ！ JAPAN ID を登録　　　　２　登録メールアドレスの確認

（ご注意）
　・ Yahoo プレミアム会員への登録（有料）は必要ありません。
　・物件への参加申し込みはモバイル端末からはできません。パソコンからご利用ください。
■ Yahoo 官公庁オークションへのアクセスは下記の順にリンクを辿ってください。
　　官公庁オークション　→　実施中行政機関一覧（ページ左下）　→　八丈町

町 長 上 京 日 記　4月
９日～13日
◉ANA1896便にて上京
◉第一師団創立54周年・練馬駐屯地
　創立65周年記念式典
◉日医大訪問
◉農村文明創生日本塾設立準備大会・記念フォーラム
◉ANA1891便にて帰島
21日～22日
◉ANA1892便にて上京
◉八丈島火山防災協議会委員等の委嘱および
　平成28年度第1回伊豆諸島６火山防災協議会合同会議
◉ANA1895便にて帰島

24日～27日
◉ANA1892便にて上京
◉第１回東京都町村長会議
◉三多摩島しょ公立病院運営協議会定期総会
◉東京海区漁業調整委員会
◉ANA1891便にて帰島

「やすらぎの湯」臨時休業のお知らせ
　中之郷温泉「やすらぎの湯」は、浴槽排水改修工事のため、下記の期間臨時休業します。
　なお、この間、他の町営温泉は休まず営業します。
　大変ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いします。
■期　　　　間　6 月 16 日（木）～ 23 日（木） 
■問い合わせ■　福祉健康課保健係　電話 2 － 5570
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環境だより／水道だより

■問い合わせ■　住民課環境係　電話 2 － 1123

○ごみの正しい出し方について
　・正しく分別をしましょう
　　 燃えるごみに、金属類・乾電池・電球・空きびん・空き缶などのごみを混入させないでください。また、

びんやガラス製容器に付属しているプラスチックや金属製のキャップは取り外せるものは、取り除いてく
ださい。

　・生ごみは新聞紙などで包み、袋の外から見えないように出しましょう
　　 生ごみはそのまま捨てると、集積所がねこやカラスに荒らされる原因になります。また、水切りは効果的

なごみの減量方法ですので、各家庭で徹底してください。
　・ごみは、当日の午前 8 時 30 分までに最寄りの集積所へ出しましょう
　　 正しい分別がされてない無記名のごみ袋については、分別状況の確認や指導を目的に、町職員が中身の

チェックを行う場合があります。
　　※ごみを出す際、正しく分別することが求められています。ご協力をお願いします。
○海岸清掃について
　児童生徒活動および、各団体などがボランティアで海岸清掃を実施する際は、事前に環境係へご連絡ください。
ごみ袋の提供や、ごみの臨時回収など町が協力します。
○ヤンバルトサカヤスデに対する密度抑圧対策を実施予定です
　昨年度に引き続き、大賀郷・永郷地区（都道の地点標 76 付近）において、ヤンバルトサカヤスデの密度抑
圧対策を予定しています。実施の際は、草刈りなどの作業や薬剤散布を行いますので、ご理解・ご協力をお願
いします。

みんなで八丈島をきれいに！クリーンデー　６月５日（日）
　八丈島の自然と環境を守り、クリーンで住みやすい八丈島にしましょう！
　クリーンデーは、地区ごとの空き缶拾いや清掃活動を全島一斉に行い、ごみの散乱防止や環境に対する意識
を高めることを目的としています。
※清掃活動の開始時刻は各地区で異なりますので、各地区の自治振興委員の方の指示に従ってください。

　

水道だより水道だより
●第 58 回水道週間　スローガン「じゃ口から　安心とどけ　未来まで」
　６月１日（水）から６月７日（火）までの間、第 58 回水道週間が実施されます。
　「水道水は安全」、その信頼に応えるため、町では定期的な水質検査や老朽化した配水管の更新作業などを行って
います。これからも水道水を安定供給し、皆さんが安心して利用できるよう努めます。水は私たちの生活に欠かす
ことのできない大切な資源です。無駄のないよう、使用しましょう。

【水道水を上手に使いましょう】
◎蛇口はしっかり閉めましょう。◎蛇口の開閉はこまめにしましょう。
◎お風呂の残り湯の再利用など工夫して使いましょう。
◎漏水の確認のためにメーターはこまめにチェックしましょう。
●平成 28 年度高齢者世帯水道料金の減免要件の変更について
　平成 28 年度４月１日申請分より、高齢者世帯水道料金の減免要件が変更になりました。

変　更　前 変　更　後

減免要件
前々年（平成 26 年）中における世帯全体
年間収入の合計額が基準以下であること

前々年（平成 26 年）中における世帯全体
年間所得※の合計額が基準以下であること

基準額（一人世帯） 　800,000 円 1,250,000 円
基準額（二人世帯） 1,260,000 円 1,580,000 円

※所得とは、収入から必要経費などを差し引いた手取り額になります。
※水道料金のお支払いは納期限内に

■問い合わせ■　企業課水道係　電話2－1128
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し尿・雑排水などの収集運搬業務の休業日のお知らせ　ほか

し尿・雑排水などの収集運搬業務の休業日のお知らせ
　し尿・雑排水などの収集運搬業務の休業日は第２・第４土曜日、日曜日、祝日です。収集運搬が必要な方は余裕をもっ
て休業日前に申し込みください。
　６月のし尿・雑排水などの収集運搬業務の休業日は次のとおりです。

5 日　 （日） 11 日　（第２土） 12 日　 （日） 19 日　 （日）
25 日　（第４土） 26 日　　　（日）

　収集運搬業務の受付時間　午前８時～午後４時
　収集運搬業者　㈱八丈島衛生総合企画　　電話番号 2 － 0855
手数料、使用料などの納め忘れはありませんか？
　し尿・浄化槽汚泥の汲み取り手数料や、町設置の合併処理浄化槽の使用料などは納期限内に納めてください。
　納入通知書を紛失されても町会計課および各出張所でお支払いできます。
■問い合わせ■　住民課浄化槽係　電話 2 － 1123

住民係からのお知らせ ■問い合わせ■　住民課住民係　電話 2 － 1123

○印鑑登録について

　本人または代理人（※１）が窓口にお越しください（郵送での申請はできません）
　① 　本人による申請で、官公署の発行した顔写真付きの本人確認書類（運転免許証、パスポート、障害者手帳など）、

また、すでに八丈町に印鑑登録している方を保証人（※２）として本人確認する場合は、窓口で登録が完了します。
　② 　代理人による申請など、①以外で申請する場合は、照会書に回答していただき、登録します。（照会書の郵送

期間があり、登録完了まで日数がかかります）
　※１　代理人が申請するには、本人が署名捺印した代理人選任届が必要になります。
　※２　保証人になる方は印鑑登録証および登録印が必要になります。

○印鑑登録廃止について

　本人または代理人（※１）が窓口にお越しください（郵送での申請はできません）
　① 　本人による申請で官公署の発行した顔写真付き本人確認書類がある場合は窓口で廃止が完了します（ただし、

印鑑廃止では保証人による本人確認ができません）
　② 　代理人による申請など、①以外で申請する場合は、照会書に回答いただき、廃止します。（照会書の郵送期間

があり、廃止完了まで日数がかかります）
○印鑑登録証明書について
　印鑑登録証明書を請求する場合、必ず印鑑登録証（カード）が必要になります。印鑑登録証がない場合は請求でき
ません。また印鑑登録証明書は郵送での請求ができませんのでご注意ください。
　上記のことなどについて、ご不明な点は問い合わせください。

平成27年度東京都島嶼町村一部事務組合情報公開実施状況の公表
　東京都島嶼町村一部事務組合の情報公開制度 ( 平成 18 年条例第９号 ) は、島しょ９町村の住民の組合行政への参
加をより一層推進するとともに、組合の公正な運営を確保することを目的に制定され、毎年１回、情報公開実施状況
を公表することになっています。
　平成 27 年度の情報公開実施状況を下記のとおり公表します。

平成 27 年度東京都島嶼町村一部事務組合情報公開実施状況
　公開請求件数　１件
　公開決定件数　１件 ( 一部公開決定を含む )

■問い合わせ■
東京都島嶼町村一部事務組合
総務課庶務係　担当：鈴木
電話 03 － 3432 － 4961
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６月は児童手当・児童育成手当の現況届の提出月です

６月は児童手当・児童育成手当の現況届の提出月です
　児童手当の現況届は、毎年６月１日の手当受給者の状況を把握し、６月以降の児童手当などを引き続き受ける要件
を満たしているかどうかを確認するためのものです。現況届は、必ず提出してください。提出いただけない場合は、
６月分以降の手当が受けられなくなります。また、現況届の提出がないまま２年間経過すると、時効により受給権が
消滅します。

○申請に必要なもの

■両手当共通 ●仕事などで児童と別居している方の場合
 ・別居監護の申立・調査書（書類は町役場および各出張所にあります）
 ・児童の属する世帯全員の住民票の写し
 　※ただし、八丈町に住民票がない場合は住所地から取り寄せてください。
 ●転入された方の場合
 ・ 平成 28 年１月１日に八丈町に住所を有しない方は前住所地の区市町村役場より平成 28 年度の

所得証明書を取り寄せてください。
■児童手当 ○現況届　○印鑑（スタンプ印不可）
 ○受給者（申請者）の健康保険証（国保組合（東京土建など）の方で厚生年金加入者は年金加入証明書）
 ○マイナンバーカードまたは個人番号が確認できるものと身元確認書類
※八丈町の国民健康保険に加入されている方は、保険証の提出は必要ありません。
　また、公務員の方は、勤務先の所属庁へ現況届を提出する必要がありますので、詳しい内容は勤務先へ問い合わせ
ください。
■児童育成手当 ○現況届　○印鑑（スタンプ印不可）　
 ○マイナンバーカードまたは個人番号が確認できるものと身元確認書類
※ 下記のような場合は、手当を受ける資格がなくなりますので、すぐに届出が必要です。届出がされない場合は、手

当の返還を求める場合があります。
ア　婚姻または異性と事実上婚姻＊と同様の状態になったとき
＊事実上婚姻関係とは、異性と同居しているときや、同居していなくても異性と住民票が同住所である、または異性
から定期的な訪問かつ生活費の補助を受けているなどの状態です。
イ　父または母が家に戻ったとき
＊行方不明の父または母からお子さんの安否を気遣う電話や、手紙があったときも含まれます。
ウ　お子さんが児童福祉施設などに措置入所したとき
エ　お子さんを監護しなくなったとき
オ　受給資格者やお子さんが亡くなったとき
※上記については、受給資格者や関係者からの聞き取り、
現地調査や資料提出を求める場合があります。また、民生
委員の調査書が必要となる場合があります。
　住所、氏名、振込口座や家族構成に変更があった場合は、
必ず届出が必要です。町外へ転出されるときは、八丈町で
消滅の届出をしたうえで、転出先の区市町村で問い合わせ
ください。
○提 出 先　福祉健康課厚生係または各出張所
○提出期間　６月１日（水）～６月 30 日（木）
■問い合わせ■　福祉健康課厚生係　電話 2 － 5570
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６月　子どもの定期予防接種のお知らせ／母子保健　ほか

６月　子どもの定期予防接種のお知らせ
●四 種 混 合 集 団 接 種  ９日（木） 午後３時～３時３０分
●Ｂ Ｃ Ｇ 集 団 接 種  16 日（木） 午後３時～３時３０分
●水 痘 集 団 接 種  16 日（木） 午後３時３０分～４時
●ヒブ集団接種＆小児用肺炎球菌集団接種  23 日（木） 午後３時～３時３０分
●予 約 制 個 別 接 種  ９日（木） 午後３時３０分～４時
  23 日（木） 午後３時３０分～４時
●会場：町立八丈病院小児科
　予約制個別接種は、お子さんの体調不良などで集団接種の機会を逃した方や時間の都合がつかない方などのために、
毎月第２、第４木曜日に設けており、事前予約が必要です。ご希望の方は、実施日の１週間前までにご連絡ください。
■予約・問い合わせ■　福祉健康課保健係　電話 2 － 5570

母子保健 ■問い合わせ・申し込み■　福祉健康課保健係　電話 2 － 5570

※健診の対象者には個別通知します　

今月の健康診査 会場：保健福祉センター
３～４か月児・産婦健康診査　　６月14日（火）　受付：午後１時15分～１時45分
　○対象　平成28年１月13日～平成28年３月14日生まれの乳児とその産婦
１歳児歯科健康診査　　６月８日（水）　受付：午前９時15分～10時
　○対象　平成27年３月３日～平成27年６月８日生まれの幼児
１歳６か月児健康診査　　６月21日（火）　受付：午後１時15分～１時45分
　○対象　平成26年10月20日～平成26年12月21日生まれの幼児

こども心理相談（要電話予約） 会場：保健福祉センター
６月21日（火）午前９時～午後４時　　○対象　１歳６か月以上の未就学児
　言葉が遅い・落ち着きがない・身体の動きがぎこちない・癖が気になるなど心配なことがありましたら、専
門の心理相談員が相談に応じます。

すくすく相談（要電話予約） 会場：保健福祉センター
６月23日（木）午前９時～11時30分
　日頃の子育ての中からでてくる疑問や心配事などに保健師・管理栄養士・歯科衛生士・助産師が応じます。
母子健康手帳を持参してください。

子ども家庭支援センターからのお知らせ
開　館　日 平　日　午前８時 45 分～午後５時　第２土曜日　午前 9 時～正午 ( 交流ひろばのみ )
   第２土曜日以外の土、日、祝日はお休みです。

交流ひろばの催し　毎週水曜日　午前 10 時 30 分～ 11 時
親子で楽しめる催しを企画しています。ぜひお越しください！
６月　１日（水） 歯の話【歯科衛生士　小宮山ひとみさん】
　　　８日（水） エプロンシアター【講師　石田よし江さん】
　　 15 日（水） 父の日のプレゼント作り
　　 22 日（水） 七夕飾り作り
　　 29 日（水） リトミック【講師　荻野有希さん】

就学前のお子さんの身体測定
　職員が対応可能な時間に随時測定します。電話や来所時にご予約ください。急な申し出には対応できない場合
がありますのでご了承ください。測定値は、母子健康手帳または測定カードへ記載します。
■問い合わせ■　子ども家庭支援センター　電話 2 － 4300

第 2土曜日（11 日）も

交流ひろばで遊べます♪
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教育委員会だより

教育委員会だより ■問い合わせ■　教育課庶務係　電話2－7071

今月の学校行事
■三原中学校	 開校記念日　　４日（土）
■移動教室　	 三根小学校　　７日（火）～11日（土）
　　　　　　 大賀郷小学校　７日（火）～11日（土）
■三原小・中学校	 小中合同避難訓練（集団下校）　８日（水）
■富士中学校	 職場体験　　　８日（水）～10日（金）
■富士中学校	 学校公開　　 13日（月）～18日（土）
■富士中学校	 セーフティ教室
 日時：18日（土）午前10時35分～
■大賀郷小学校	 道徳授業地区公開講座
 日時：19日（日）午前９時25分～
※ 小・中学校では、開かれた学校教育を推進していくため、保護者や地域住民の参加のもと、セーフティ

教室や道徳教育を実施しています。皆さんの参加をお待ちしています。

三根小学校　～学ぶことがわくわく ・ ドキドキする学校～

　本校は「友達や教職員に会うことが楽しい学校、学ぶことがわくわく・ドキドキする学校」「子供の伸びがみえ
る学校、不登校やいじめ等にも迅速に対応する学校」「教育への思いがあつく、創意工夫・努力する教職員が集まっ
ている学校」を目指しています。
　学校では、相手のことを思い行動できる子供たちに成
長させるために、子供たちには自分を大切に思うことと、
自分の周りにいる人々も同じように大切に思うこと。周
りの人々と心から向き合うことを教えています。
　学校で学ぶことがわくわく・ドキドキするように子供
たちには、「なりたい自分を想い描かせ、自分の力を信じ
て一歩踏み出してみること、挑戦してみること」を教え
ています。各学年の教室では子供たちの多様な個性を、
子供自身の力に変えるべく日々の指導を行っています。

わくわく ・ ドキドキする子供たちを育てる三根小学校の行事

（連合音楽会で熱唱する子供たち）

（心を一つにする遠泳前の円陣） （ポットホールまでの遠足、登龍峠で記念撮影）

■八丈町教育相談室 電話　2－0591
 　毎週火・金曜日　午前８時３０分～午後５時
■東京都教育相談センター 電話　03－3360－8008
 　平日　午前９時～午後９時　土・日・祝日　午前９時～午後５時
■東京いじめ相談ホットライン 電話　0120－53－8288（24時間）
■東京いのちの電話 電話　03－3264－4343（24時間）
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図書館からのお知らせ／教科書の展示会　ほか

●図書館のＤＶＤ～並べ方～
　図書館のＤＶＤは洋画・邦画・アニメなどいろいろありますが、
それぞれ内容で分け、どこに置くかを決めています。ケースの
背や青いプレートに表示していますので、目にされた方も多い
のではないでしょうか。
　右の図のようにアルファベットと数字を組み合わせて表示し
ています。「このシリーズはまとめて置きたい！」と思う方もい
ると思いますが、このラベルを見てプレートを返却していますので、順番は変えないでくださいね。
●今月のおはなし会 　11 日（土）午前 10 時～ 11 時　こどものほんのへや

　読み聞かせ：しいのくろ文庫（樫立）（都合により変更する場合があります）
　絵本の読み聞かせや工作遊びを予定しています。みんなでおじゃりやれ♪
●今月の新着図書から。
　　『羊と鋼の森』宮下 奈都 著　　　　　　　『レモンのお菓子』若山 曜子 著
　　『モカと幸せのコーヒー』刀根 里衣 著　　『おふろ』いもと ようこ 作絵
　図書館ホームページの新着案内では、随時情報を更新しています。こちらもご覧ください！
●休 館 日　毎週月曜日・30 日 ( 木・館内整理日 )
●開館時間　午前９時 30 分～午後５時

図書館からのお知らせ

返却期限を過ぎてはいませんか？　お手元の本・雑誌・DVDなどの返却日をご確認ください。

坂上各出張所でも返却できます。（平日午前８時30分～午後５時15分 /正午から午後１時を除く）

■申し込み・問い合わせ■　教育課生涯学習係　電話 2 － 0797

教科書の展示会
　平成 29 年度、小・中・高等学校で使用する教科書などを展示しています。教科書展示会は、教員、教育
関係者はもとより、保護者などに広く教科書を公開することを目的として実施するものです。
・展示期間　６月 17 日（金）～７月３日（日）　午前９時 30 分～午後 5 時
　　　　　　※月曜日と６月 30 日（木・館内整理日）を除きます。
・展示会場　八丈島教科書センター（八丈町立図書館内）
■問い合わせ■　教育課庶務係　電話 2 － 7071

中学生島しょ体験ショートステイ
　八丈町教育委員会では、都立八丈高校への進学を考えている、都内在住（島しょ地域を除く）の中学生お
よびその保護者を対象に、島での高校生活や日常生活を体験できる「中学生島しょ体験ショートステイ」を
実施します。
　島の豊かな自然の恵みに囲まれ、地域の人に温かく見守られながらの高校生活に興味のある中学生を募集
します。
　募集期間は６月中旬頃までとなります。詳細については問い合わせください。
■問い合わせ■　八丈町教育委員会　教育課庶務係　電話 2 － 7071
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お知らせ掲示板

「いざ！」 という時のために応急手当を身につけましょう
日　　時： 第一回　平成 28 年６月 19 日（日）午前９時から正午まで
 第二回　平成 28 年９月 11 日（日）午前９時から正午まで
場　　所： 保健福祉センター　１Ｆホール
講習内容： 普通救命講習Ⅰ（心肺蘇生法・AED・止血法など成人を対象）
 定員　30 名　 （定員となり次第、締め切ります）
留意事項： 実技が中心となります。当日は動きやすい服装でお越しください。
 ※受講料は無料です。受講者には、普通救命講習Ⅰの修了証が交付されます。
申込方法： 電話またはメールにて申し込みください。
 ※ メールでの申し込みの際には、件名を「普通救命講習参加申込み」とし、氏名・年齢・性別・

連絡先を記入ください。
■申し込み・問い合わせ■ 八丈町消防本部警防係　電話 2 － 0119
  メール　keibou_hfd@town.hachijo.tokyo.jp

原付免許試験のお知らせ　■問い合わせ■　八丈島警察署交通係　電話2－0110

試験日：６月 12 日 ( 日 )　　会場：八丈島警察署
受験を希望される方は、次のとおり申請をしてください。
合格者の実技講習・免許証交付日（予定）：７月 16 日（土）
第１回 受付・適性検査　午前９時～９時 30 分
　　　 学科試験　　　　午前 10 時～ 10 時 30 分
第２回 受付・適性検査　午後１時～１時 30 分
　　　 学科試験　　　　午後２時～２時 30 分
※ 試験時間は 30 分。問題は 50 問、45 問以上正

解で合格となります。
※ 第１回目の試験で不合格の場合、希望者は第２回

目も受験可能です（再試験料は 1,500 円）。

八丈高校授業公開（全日制）のお知らせ
日　時：６月１９日（日）　午前８時 30 分～午後２時５５分（予定）
どなたでもご覧いただけます。詳しい時間割などについては、問い合わせください。
■問い合わせ■　都立八丈高等学校　電話 2 － 1181

○必要なもの
①住民票 ( 本籍地記載のもの )・・・・・・・１通
②証明写真 ( 縦３㎝、横 2.4㎝　無背景 )・・１枚

（眼鏡を外し、前髪で目が隠れていないこと）
③視力に自信の無い方は眼鏡またはコンタクト

( 両目で 0.5 以上 )
④ 過去に免許取消処分を受けた方は、取消処分者

講習修了証 ( 有効期間１年 )
⑤学科試験受験料・・・・・・・1,500 円 (1 回 )
※当日、住民票をお持ちで無い方は受け付けでき
ません。
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東京法務局　特設登記所開設
　東京法務局では、職員派遣による特設登記所を開設し、不動産や商業・法人の登記申請に関する
相談、相続や抵当権に関する相談、その他の登記相談、各種申請書および証明請求書の受け付けを
実施します。
◎特設登記所へ相談などでお越しの際は、お手持ちの資料をご用意ください。
◎届出や申請などの際は、事前に法務局へ電話相談し、必要書類を確認することをお勧めします。

自分の権利を守るとともに、次世代の子供たちのために、
未来につながる相続登記をしませんか？

　近年、相続した土地や建物について相続登記がなされていないケースが数多く存在し、震災復興
に関連して報道されるなど、相続登記が社会的な関心を集めています。土地や建物を相続する際に、
相続登記をしないでいると、将来、思わぬ不利益が生じてしまう場合があります。

●すぐに相続登記をした場合のメリット

　◆ 土地や建物についての権利関係が明確になり、相続した土地や建物を売却しようとしたときに、
すぐに売却の手続きをることや、担保に入れて住宅ローンなどを組むことができます。

●相続登記をしないで放置した場合のデメリット

　◆ 当事者に所在不明の方などがいる場合、直ちに登記を含めた相続の手続をすることができず、
相続分の確定が困難になってしまいます。

　◆ 相続が２回以上重なると、誰が相続人となるのかの調査だけで相当の時間が掛かり、相続登記
の手続費用や手数料が高額となってしまいます。

　◆ 相続の手続に時間が掛かると、相続した土地や建物を売りたいと思ったときに、すぐに売るこ
とができなくなってしまいます。

　相続登記に関するご相談は、東京法務局特設登記所をご利用ください。
■問い合わせ■　東京法務局不動産登記部門　電話 03 － 5213 － 1330( 不動産 )
　　　　　　　　　　　　　　法人登記部門　電話 03 － 5213 － 1337( 商業・法人 )

日　　時： ６月 14 日 ( 火 ) 午後２時 30 分～５時
 ６月 15 日 ( 水 ) 午前９時～正午、午後１時～４時 30 分
 ６月 16 日 ( 木 ) 午前９時～正午
場　　所： 八丈町役場１階　相談室１・２

※登記相談の受け付けは、
　終了時間の30分前までです。

特設人権相談所開設のお知らせ
　６月１日（水）の全国一斉「人権擁護委員の日」に伴い、特設人権相談所を開設します。日ごろの人権に関
する相談事に八丈町の人権擁護委員が応対します。この機会にぜひご利用ください。
日　時：６月１日（水）　午前 10 時から午後４時まで　場　所：八丈町役場 1 階　相談室 3・4
■問い合わせ■　総務課庶務係　電話　2 － 1121

行政相談
　国、東京都、町の仕事などについて「要望や苦情をどこで相談したらよいかわからない」、「処理が間違って
いる」など、行政と住民のパイプ役として行政相談員が相談に応じます。
日時　6 月 14 日（火）午前 10 時～正午　  場所　八丈町役場 1 階　相談室 1　  相談員　近藤　勝重
■問い合わせ■　企画財政課企画情報係　電話 2 － 1120
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八丈島納涼花火大会

８月 11 日（木）　花火大会開催日　底土海岸にて開催（予定）
●はじめに
　今年も、子どもから高齢の方までの多くの町民の皆さんや、観光客の方々に夏を楽しく過ごして
もらいたいという願いを込め、八丈島納涼花火大会を開催します。今回も八丈島の夜空に大きな花
火を打ち上げる予定です。八丈島民による、手づくりのイベントを行うために、広く皆さんからの
寄付を募っています。また、大会運営のスタッフも募集していますので、よろしくお願いします。
●大会運営費の寄付にご協力お願いします
　大会運営については、ご賛同いただいている商店や事業所などをはじめ、多くの町民および、島
外の方々からの寄付金によって行います。寄付していただける方は、ご連絡いただければ伺います。
振込をご希望の方は次の口座までお願いします。

　七島信用組合　八丈島支店　普通２０５８８３１　　八丈島納涼花火大会　会長　沖山重彦
　（ハチジヨウジマノウリヨウハナビタイカイカイチヨウ　オキヤマシゲヒコ）

　また、ご協力いただいている商店や観光協会などに協賛箱を設置します。１発でも多くの花火を
打ち上げるためにご理解、ご支援のほどよろしくお願いします。前回大会の決算報告についてもお
気軽に問い合わせください。
●記念花火を募集します（申込料　個人：3 万円～、企業：5 万円～）
　米寿、還暦、結婚記念、創業記念などを花火でお祝いしませんか。ご希望の方は、住所・氏名・
電話番号・記念の内容をご連絡ください。応募者多数の場合は、実行委員会にて調整する場合があ
りますのであらかじめご了承ください。
●大会運営スタッフ、サービスコーナー（夜店）出店者を募集します
　駐車場ライン引き、交通整理、会場設営および撤収などを行うスタッフを募集しています。
　また、廉価で子どもに喜ばれる商品を提供でき、大会準備、撤収作業へ参加できる夜店出店者も
募集しています（出店料は２日間で 5,000 円です）。出店希望者多数の場合は、実行委員会にて調
整する場合がありますのであらかじめご了承ください。
■問い合わせ■
八丈島納涼花火大会実行委員会　会　長　沖山重彦　電話：2 － 4060　ＦＡＸ：2 － 1682
　　　　　　　　　　　　　　　事務局　　　　　　電話：2 － 1125　ＦＡＸ：2 － 4437

観光 おじゃれ11万人 ■問い合わせ■　産業観光課観光商工係　電話 2―1125

来島者数・観光客数推計
空　　　路 海　　　路 合　　　計 観光客（推計）

前年比
28 年度 27 年度 28 年度 27 年度 28 年度 27 年度 28 年度 27 年度

4 月 6,844 5,865 1,389 1,158 8,233 7,023 5,693 4,856   17.2%

計 6,844 5,865 1,389 1,158 8,233 7,023 5,693 4,856   17.2%

行事
予定 6 月　　　豪華客船シルバーディスカバラー寄港 22 日（水）

7 月　　　海水浴場安全祈願（底土海水浴場）   １日（金）※予定
　　　　　八丈島夏まつり  （役場新庁舎前通り）  22 日（金）～ 24 日（日）
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ノヤギ撲滅！！ヤギの適正飼養をお願いします
　八丈町では、「八丈町飼養ヤギの野生化防止に関する条例」により、ヤギの適正な飼養について定
めています。

●ノヤギと区別するため、全てのヤギにタグ付首輪を装着してください

①ヤギが生まれた　②ヤギをあげた　③ヤギをもらった　④ヤギを飼い始めた
　上記①から④に該当する方は、必ず届け出てください。登録手続きを行い、登録票とタグ付き首
輪を、無料で配付します。また、死亡したヤギについても、同様に届け出てください。

●ヤギは完全に囲われた場所で飼養してください

　囲いのない場所や、完全に囲われていない場所には、絶対にヤギを繋がないでください。そばを
通る通行人や車両に危険なだけでなく、脱走した場合は新たなノヤギとなる恐れがあります。
　過去に脱走して捕獲されたヤギがいます。

　町ではノヤギ撲滅および新たなノヤギの発生防止を目指して、捕獲や生態調査、拡散防止網設置
に取り組んでいます。引き続き、農作物などの被害を受けた方、ノヤギを目撃された方は早急にご
連絡ください。ご協力をお願いします。
■問い合わせ・届出■　産業観光課産業係　電話２－１１２５

平成28年経済センサス -活動調査 -にご協力をお願いします

５月下旬より、調査員が各事業所を訪問し、調査への協力をお願いしています。
記入された調査票は、調査員が回収に伺いますので、よろしくお願いします。
ご不明な点や困った点がありましたら、次の窓口をご利用ください。
平成 28 年経済センサス - 活動調査　キャンペーンサイト
　http://www.e-census2016.stat.go.jp/
調査票の記入方法や調査全般についてのご質問は　0120 － 143 － 150　※通話無料　
ＩＰ電話などフリーダイヤルをご利用になれない場合は 03 － 4334 － 3150　※有料
インターネット回答についてのご質問は 0120 － 671 － 937　※通話無料
ＩＰ電話などフリーダイヤルをご利用になれない場合は 03 － 6748 － 1937　※有料
その他お困りごと（調査員と回収日時を調整したい、調査書類の再発行を希望するなど）
■問い合わせ■　企画財政課企画情報係　電話 2 － 1120

平成28年熊本地震災害義援金４月分の報告
熊本地震災害義援金について、速報として４月分を次のとおり報告します。
住民の皆さんには、ご協力いただきありがとうございました。
なお、義援金は引き続き、６月 30 日（木）まで受け付けています。

義援金名 受付期間 義援金額
平成 28 年

熊本地震災害義援金
平成 28 年４月 15 日から
平成 28 年６月 30 日まで

744,288 円

■問い合わせ■　福祉健康課厚生係　電話 2 － 5570
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八丈町放課後子どもプラン

がじゅまる広場・とびっこクラブ指導員大募集中！！
広場の維持のため、お手伝いいただける方を募集しています

子どもが好きな方ならどなたでも大歓迎！あなたも一緒に働きませんか？
※特に三根小学校で勤務いただける方、お待ちしています！！
対 象 者 体力に自信があり、子どもが好きで、町内に住所を有する方
 （高校生についてはご相談ください）
業務内容  八丈町放課後子どもプラン（がじゅまる広場・とびっこクラブ

（学童））に参加する小学生児童への安全管理、指導など　
 ※参加する児童は、八丈町で保険に加入しており、大きな怪我などの対応は町で行います。
勤務場所 各小学校
勤務時間 放課後（おおよそ午後２時、場合によって午後０時30分）から６時30分（日祝除く）

（シフト制） （長期休暇（夏休みなど）や、土曜日は午前 8 時からの勤務もあります）
応募方法  八丈町の指定する履歴書に写真を貼付のうえ必要事項を記入し、福祉健康課厚生係または教育

課生涯学習係まで持参してください。
時　　給 ９10円（※保育士、幼稚園教諭、教員免許などの保持者は優遇します。履歴書に記入してください。
 ※採用方法、注意事項、詳しい事業内容、履歴書様式などは問い合わせいただくか、八丈町ホームページを
ご覧ください（※「八丈町放課後子どもプラン」で検索）。
○子ども達の元気な様子は見てみたいけれども、いきなり指導員は・・・など迷っている方へ
　がじゅまる広場ではボランティアの方の募集もしています。一部の業務のお手伝いだけでも大歓迎です。
興味のある方はぜひご連絡ください！募集要項はホームページにも掲載しています。
■問い合わせ■　教育課生涯学習係　電話 2－7071

とびっこクラブ（学童保育）夏休み指導員の募集
夏休みの間、とびっこクラブに参加する小学生児童への指導や見守りをする指導員を募集します。

対 象 者 高校生以上（都立八丈高校の生徒の方は学校へ申し込みください。）
期　　間 ７月21日（木）～８月31日（水）までの土、日、祝日を除く平日
勤務時間（シフト制）午前８時～午後１時まで　　午後１時～午後６時30分まで
応募締切　６月10日（金）
　※勤務場所、時給、応募方法などは上記「放課後子どもプラン指導員の募集」と同様です。
■問い合わせ■　福祉健康課厚生係　電話2－5570

～底土海水浴場監視員の募集～
■募集人員　若干名（男女不問）　　　■対象者　18歳以上（高校生不可）
　　　　　　※事前に実施する応急手当講習の受講が必要です。
■業務内容　 海水浴場利用者が安全に利用できるよう監視小屋から浜辺、高波を監視し、海水浴場での事故

および災害に対応する。
■勤務場所　底土海水浴場監視小屋　　■時　給　1,280円
■雇用期間　７月16日（土）から８月31日（水）まで
■勤務時間　（シフト制）午前８時30分から午後５時まで
■応募方法　履歴書（証明写真貼付）を産業観光課観光商工係まで提出してください。
■応募受付　６月１日（水）から６月24日（金）まで
■選考方法　書類審査の後、面接にて決定します。面接日時については、書類審査通過者にのみ後日連絡します。
■申し込み・問い合わせ■　産業観光課観光商工係　電話2－1125



INFORMATION●　広報はちじょう

17

お知らせ掲示板

　

　

～職員募集～
◆助産師　２名　◆薬剤師　１名　
○対象者　資格保有者　○選考方法　職員採用試験　○提出書類　履歴書・エントリーシート
○１次試験　書類選考　　○２次試験（１次試験通過者のみ）口述試験（面接）

～薬剤師（パート）募集～
○対象者　資格保有者　　○選考方法　面接など
○提出書類　履歴書など　　○勤務時間　応相談

～調理員（パート）募集～
○対象者　健康状態が良好で調理に興味のある方　　○選考方法　面接など
○提出書類　履歴書　　○勤務時間　応相談

～看護助手（パート）募集～
○対象者　健康状態が良好で看護に興味のある方　　○選考方法　面接など
○提出書類　履歴書　　○勤務時間　応相談

町立八丈病院からの募集案内！

※履歴書は八丈町ホームページからダウンロードするか、町立八丈病院事務局で受け取ってください。
　勤務条件や提出書類など詳細については、問い合わせください。
■問い合わせ・申し込み■　町立八丈病院事務局　電話2－1188

【東海汽船】　電話 2－1211「橘丸」
　三宅島・御蔵島経由　東京竹芝－八丈島
　< 東京竹芝発 22:30>
　<八 丈 島 発　9:40>

【東京愛らんどシャトル】空席状況アドレス（東邦航空ホームページ）　
　　　　　　　http://tohoair-tal.jp/
　…詳しくは・東邦航空予約センター　電話 2－5222 
　　　　　　・問い合わせ　　　　　　電話 2－5200

【ANA】電話　0570－029－222 機体情報　最大乗員数 A320　166 人　　B738　167 人

区　間 期　間 普通運賃 往復割引（片道）

羽田＝八丈島 6/1 ～ 6/30 22,390 15,190
※運航事業者の都合により、急な時刻変更な

どもありますのでご注意ください。

○ 6月の航路ダイヤ

便名 羽田発 八丈島着 機種 便名 八丈島発 羽田着 機種

1891 7：30 8：25 A320 1892 9：00 9：55 A320

1893 12：15 13：10 B738 1894 14：05 15：00 B738

1895 15：50 16：40 A320 1896 17：15 18：15 A320

町立病院臨時診療日　その他、専門外来診療
・耳鼻咽喉科　６月 13 日（月）～ 15 日（水）　　・糖尿病教室　６月 17 日（金）
　その他、専門外来診療は下記のとおりですが、予約制となっています。
　診療科によって予約方法が異なりますので、平日の午前８時 30 分から正午までに、院内予約係
窓口または、電話（2 － 1188）にてご連絡ください。
○その他の専門外来診療
・精神神経科　・整形外科　　・内分泌内科　・皮膚科　・糖尿病内科
・腎臓内科　　・消化器内科　・神経内科　　・眼科　　・循環器内科　・泌尿器科
■問い合わせ■　町立八丈病院　電話 2 － 1188



6月2016
6月2016

日 月 火 水 木 金 土
1 2 3 4

高齢者健康教室
10：00 ～ 12：00

5 6 7 8 9 10 11
八丈町クリーンデー

し尿収集運搬休業日
コミュニティセンター休館日
図書館休館日

高齢者健康教室
10：00 ～ 12：00

1 歳児歯科健康診査
9：15 ～ 10：00 受付

高齢者健康教室
10：00 ～ 12：00

東京都児童相談セン
ター相談会
子ども家庭支援セン
ター

図書館おはなし会
10：00 ～ 11：00

し尿収集運搬休業日
12 13 14 15 16 17 18

し尿収集運搬休業日
コミュニティセンター休館日
図書館休館日

3-4 か月児・産婦
健康診査

13：15 ～ 13：45 受付

高齢者健康教室（三根）
10：00 ～ 12：00

19 20 21 22 23 24 25

し尿収集運搬休業日
コミュニティセンター休館日
図書館休館日

1 歳 6 か 月 児 健
康診査

13：15 ～ 13：45 受付
こども心理相談

9：00 ～ 16：00

豪 華 客 船 シ ル バ ー
ディスカバラー寄港

すくすく相談
9：00 ～ 11：30

し尿収集運搬休業日
26 27 28 29 30

し尿収集運搬休業日
コミュニティセンター休館日
図書館休館日 図書館休館日

町 立 病 院
臨 時 診 療 日

温 泉 休 業 日

6月のゴミ分別回収 燃…燃やせるごみ　びん…空きびん　資源…資源ごみ　害…有害ごみ　金属…金属ごみ　古着…古着

※定休日が祝日の場合は営業します。

診　療　日 診療時間
耳鼻咽喉科 13 日（月）～ 15 日（水）  9：00 ～
糖尿病教室 17 日（金）  8：30 ～

日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
資源
古着 燃・害 燃・害 金属 資源

古着 燃・害 金属

5 6 7 8 9 10 11 5 6 7 8 9 10 11 5 6 7 8 9 10 11

金属 燃・害 資源 びん 燃・害 燃・害 資源
古着 燃・害 金属 燃・害 資源 燃・害 金属

12 13 14 15 16 17 18 12 13 14 15 16 17 18 12 13 14 15 16 17 18

金属 燃・害 資源 燃・害 燃・害 資源 燃・害
びん 金属 燃・害 資源 燃・害

びん 金属

19 20 21 22 23 24 25 19 20 21 22 23 24 25 19 20 21 22 23 24 25

金属 燃・害 資源 燃・害 燃・害 資源 燃・害 金属 燃・害 資源 燃・害 金属

26 27 28 29 30 26 27 28 29 30 26 27 28 29 30

金属 燃・害 資源 燃・害 資源 燃・害 燃・害 資源 燃・害

三　　　根 大　賀　郷 樫立・中之郷・末吉

※その他の専門外来診療は予約制のためご相談ください。
　予約：院内予約係窓口、または電話（2－1188　平日　8：30～正午）

町役場開庁日 平日 8：30 ～ 17：15

※毎月第３土曜日は施設点検の為、クリーンセンターのごみ受付業務を停止します。

休　　業　　日
ふれあいの湯 ６日　13 日　27 日　 毎週月曜日

みはらしの湯 ７日　14 日　28 日 毎週火曜日

ザ・ＢООＮ １日　  ８日　15 日　 29 日 毎週水曜日

やすらぎの湯 ２日　  ９日　16 日～ 23 日※　30 日 毎週木曜日

6/16 ～ 23 までやすらぎの湯は浴槽排水改修工事のため臨時休業します。
休業期間中、ほかの町営温泉は休まず営業します。

受付時間／ 8：00 ～ 11：00
※初めて町立八丈病院にかかる方は
　8：30 から受付。


